
平成３０年 ７月２０日 

 

原子力規制委員会 原子力規制庁 

緊急事案対策室長 殿 

 

東 北 電 力 株 式 会 社 

執 行 役 員  原 子 力 本 部 

原子力部長   金澤 定男 

 

 

女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画の読み替えについて（連絡） 

 

 

弊社より平成２９年１０月２７日付けで届け出ました「女川原子力発電所原

子力事業者防災業務計画」につきまして，配備資機材の名称変更に伴い，平成

３０年７月２３日から記載の変更を致します。 

本件は，「原子力事業者防災業務計画の確認に係る視点等について（規程）」

に基づく軽易な変更の扱いとして，次回修正までの期間については，添付のと

おり読み替えにより運用することと致しますのでご連絡させていただきます。 

 

 

以上 

 

 

添 付 

女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 

 



女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 

（1／2） 

 

女川原子力発電所 原子力事業者防災業務計画について下記のとおり読み替えを行う。 

現       行 読 み 替 え 後 理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 配備資機材の名称変更 

添付 



女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 
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現       行 読 み 替 え 後 理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 配備資機材の名称変更 

 

 


